
火災被害認定、罹災証明発行手続

資 料 ３

１ ⽕災被害認定、罹災証明発⾏⼿続に関する論点

⽕災被害認定や罹災証明発⾏⼿続の迅速化

今回の⽕災のような⼤規模⽕災において、被災者⽀援のため、被害認定、罹災証明等の作業を迅
速化する⽅策を確⽴、普及すべきではないか。

（第２回検討会資料３より抜粋）
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⽷⿂川市における取組
平成28年12⽉22⽇（⽊） 出⽕（23⽇16:30鎮⽕）

平成28年12⽉24⽇（⼟） 消防本部において、消防法３１条に基づく⽕災の
ために受けた損害の調査を実施、完了 実施、完了

・市⻑部局（市⺠部）と共同で、調査・整理を実施
・⽕災原因より損害の調査を優先し、鎮⽕翌⽇に現地・外観調査

平成28年12⽉25⽇（⽇） 消防本部による被災証明書の発⾏開始
・被災市⺠の利便性確保のため、市役所窓⼝で被災証明書を交付
⇒ 被災証明書は、⼆次避難所（ホテル）、住まい（市営住宅等）
の提供のほか、保険会社への⽕災保険⾦請求に活⽤。
早期の公的証明発⾏により、被災者の不安を軽減。

平成28年12⽉30⽇（⾦） 新潟県が被災者⽣活再建⽀援法の適⽤を決定
・被災者⽣活再建⽀援法適⽤に必要となる住家被害認定を実施
・ 損害調査を基礎に、新潟県、専⾨家の助⾔を受けながら、
消防本部、市⻑部局で「半焼」家屋を精査、調整

平成29年11⽉22⽇（⽇） 罹災証明書の発⾏開始
・被災者情報を⼀元管理できる「被災者⽣活再建⽀援システム」を活⽤
・被災者説明会等により、被災者の避難先等を把握できており、
ほぼ全ての被災者に罹災証明書を発⾏ 2

⽕災損害調査結果
（平成29年3⽉22⽇時点）

単位:棟
計 全焼

70%以上
半焼

20%以上
70%未満

部分焼
10%以上
20%未満

147 120 5 22

住家被害認定結果
（平成29年3⽉22⽇時点）

単位:棟
計 全壊

50%以上
⼤規模
半壊

40%以上
50%未満

半壊
20%以上
40%未満

⼀部損壊
20%未満

147 121 2 2 22

罹災証明書について

○ 市町村⻑は、当該市町村の地域に係る災害が発⽣した場合
において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、
住家の被害その他当該市町村⻑が定める種類の被害の状況を
調査し、災害による被害の程度を証明する書⾯（罹災証明書）
を交付しなければならないとされている。
（災害対策基本法第90条の2）

○ 罹災証明書は、各種被災者⽀援策※の適⽤の判断材料
として幅広く活⽤されている。
※各種被災者⽀援策
給付 ： 被災者⽣活再建⽀援⾦、義援⾦ 等
融資 ： (独)住宅⾦融⽀援機構融資、災害援護資⾦ 等
減免・猶予 ： 税、保険料、公共料⾦ 等
現物⽀給 ： 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
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被災証明書について

○ 消防⻑⼜は消防署⻑は、消⽕活動をなすとともに⽕災の原因
並びに⽕災及び消⽕のために受けた損害の調査(⽕災原因調査
及び⽕災損害調査)に着⼿しなければならないとされている。
（消防法第31条）

○ 法律上の規程はないが、⽕災損害調査の結果は、被災者から
申請があった時は書⾯を交付している (⽷⿂川市消防本部では、
「被災証明書」と呼んでいる)。

○ 当該書⾯は、⽕災保険などの請求に活⽤される。

被害の程度 全焼 半焼

損焼程度 70%以上 20%以上
70%未満 証

明
書
の
交
付

⽕
災
原
因
調
査
及
び
⽕
災
損
害
調
査

被
災
者
か
ら
消
防
へ
申
請

部分焼 ぼや

10%以上
20%未満

10%未満

※通常1か⽉程度の調査期間を要する

＜被災から証明書交付までの流れ＞
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迅速な証明書発⾏のための取組事例

○ 「東京消防庁⽕災調査規程」等において、通常の「⽕災損害調査」は１か⽉程度要するため、震災⽕災の場合には、より簡
易なり災証明（任意）を発⾏する⼿続を定めている。

○ 「り災証明」を市区町村で発⾏するために協定を結ぶよう取り組んでいる。

東京消防庁

〔東京消防庁における震災に伴う火災調査活動フロー〕
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県

システムサーバー
（接続はLGWAN）

被災者情報に基づき、
支援制度の設計・
支援の実施

例）こころのケア
保健師派遣
高齢者等の見守り
復興基金の創設

①クラウドによりシステム提供

市町村間で相互応援の円滑化

②市町村の端末より
Ｗｅｂで利用
（アプリ等の
プリインストールが要らない）

【平常時】

システムを用いた研修の実
施（県による集合研修・市町
村独自の研修等）

市町村

家屋被害調査・罹災証明書交付
・被災者台帳等の業務効率化

【導入スキーム】
①県庁内にサーバーを設置し、プライベート型クラウドによりシステム提供
②市町村は各自の端末からWeb上でシステム利用
③県・市町村間で被災者台帳情報を共有（提供）

③被災者台帳情報を必要に応じて共有

特に被災者の支援実態における集計情
報等を直接共有

※現時点のイメージであり本稼働時は変更がありうる

④市町村界を超える広域避難者（避難生
活、仮住まい等）の避難元・避難先市町
村で、被災世帯の支援実態を共有できる
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（２）応援体制

（３）広域避難者の把握

（４）県による支援迅速化

（１）市町村業務効率化

被災者⽣活再建⽀援システムの概要

被災者生活再建支援システムの機能（例）

各課業務のエクセルデータを読み込み可能

②座標情報を有する地図
（※任意の区割り可能）

Ｘ座標

③調査した建物を
赤マークする

①マークシート記入方式の調査票

Ｙ座標

（１）家屋被害調査データ化

（３）罹災証明書の発行支援（発行状況の管理等） （４）被災者台帳情報の庁内共有

④調査票をスキャナーで読取

… … … … …

システムで罹災証明書を
発行し、発行記録をＤＢ化

申請受付後の状況に応じたデータ管理
① 未発行
② ２次調査予約
③ 交付完了 など

業務の進捗ごとに管理可能

（２）住基・家屋・調査データの名寄せ

調査結果が
自動データ化

首長が被災者の
状況を一覧可能

業務Ａ 業務Ｂ

応急仮設
義援金
支援金
・・・
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